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外国株券等の保管及び振替決済に関する規則施行細則の一部改正について 

１．外国株券等の保管及び振替決済に関する規則施行細則（平成 18 年３月 15 日通知） （下線部分変更） 

新 旧 

（電磁的方法による提供方法） 

第２条 規則第８条第１項に規定する電磁的方法は、次に掲げるものをいう。

（１）機構が提供する統合Ｗｅｂ機能を利用するための端末装置（以下「統

合Ｗｅｂ端末」という。）からの入出力 

（２）～（６） （略） 

２・３ （略） 

（外国株券等機構加入者の口座の開設申請の手続） 

第５条 外国株券等機構加入申請者（規則第 16 条第１項の規定により、口座の

開設を申請する者をいう。以下同じ。）は、規則同条同項の口座開設の申請に

際し、次に掲げる事項を記載した所定の書面（以下「外国株券等口座開設申

請書」という。）を機構に提出しなければならない。 

（１）～（６） （略） 

２ 前項の外国株券等口座開設申請書には、次に掲げる書類を添付するものと

する。ただし、第１号及び第２号に掲げる書類については、機構が認める場

合には、その添付を省略することができる。 

（１）～（３） （略） 

（４）次に掲げる事項の届出に係る所定の書面

イ ～ ヘ （略）

（削る） 

（電磁的方法による提供方法） 

第２条 規則第８条第１項に規定する電磁的方法は、次に掲げるものをいう。 

（１）機構と外国株券等機構加入者との間における、外国株券等機構加入者

の事務所又は機構が認めた場所に外国株券等機構加入者が設置する機構が

提供する統合Ｗｅｂ機能を利用するための端末装置（以下「統合Ｗｅｂ端

末」という。）からの入出力 

 （２）～（６） （略） 

２・３ （略） 

（外国株券等機構加入者の口座の開設申請の手続） 

第５条 機構加入者は、規則第 16 条第１項の口座開設の申請に際し、次に掲げ

る事項を記載した所定の書面（以下「外国株券等口座開設申請書」という。）

を機構に提出しなければならない。 

（１）～（６） （略） 

２ 前項の外国株券等口座開設申請書には、次に掲げる書類を添付するものと

する。ただし、第１号及び第２号に掲げる書類については、機構が認める場

合には、その添付を省略することができる。 

（１）～（３） （略） 

（４）次に掲げる事項の届出に係る所定の書面

イ ～ ヘ （略）

ト 外国株券等機構加入申請者（規則第 16 条第１項の規定により、口

座の開設を申請する者をいう。以下同じ。）が、機構との間の事務を当

該外国株券等機構加入申請者に代わって行う者（以下「業務代行者」
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新 旧 

 

 

 

ト その他機構が定める事項 

 （５）・（６） （略） 

３ （略） 

 

という。）を定めることを機構に認められた場合には、当該業務代行者

の商号又は名称、所在地及び業務代行の範囲並びに当該業務代行者の

当該業務に係る責任者及び担当者の役職名及び氏名  

チ その他機構が定める事項 

（５）・（６） （略） 

３ （略） 

 

 

２．附 則 

  この改正規定は、平成 22 年７月１日から施行する。 

    

 

以 上 
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